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 日常臨床において，私たちが行う検査は誰のために行うのでしょうか。私たちが行った

検査によって誰が恩恵を受けるのでしょうか。 
 私は，卒後２０余年，歯内療法，とくに外傷歯の治療に興味を持ち研鑽を積んできまし

た。その間，外傷歯の診断，治療，そして予後を確実なものにするため，さらには治療手

技の評価のために，さまざまな検査を行ってきました。自分の臨床を振り返ると，検査は

自分のために行っていた感があります。診断や治療を円滑に進め，予後が確実なものにな

ることで患者さんが恩恵を受けることまでを，あまり考えていなかったように思います。 
 現在，私は社会医学の一分野である歯科法医学において，子ども虐待の防止，対応を中

心に活動していますが，この領域においても種々の検査が行われます。臨床と歯科法医学

の違いの一つに対象が異なることがあります。歯科法医学では，亡くなられた人も対象と

します。亡くなられた人は言葉を発しませんし，重篤な状況にある患者さんや子どもから

詳細な説明は望めません。また，診療録やエックス線画像のみから情報を得て鑑定しなけ

ればならないこともあります。 
 適切で詳細な検査結果に加えて情報の解釈も重要です。検査を行っただけで適切な解釈

が行われなければ，その情報は何の意味も持ちません。また，誤った解釈は人の一生を左

右しかねません。 
 最も重要なことは，これらの検査結果から得られた情報を明確に提示することだと考え

ます。各々の臨床手技に活かし患者さんに還元することはもちろんですが，得られた情報

を共有し，社会に還元することが重要だと考えます。 
 本学術大会のメインテーマである“拡げよう歯科の目を”は，まさに社会歯科医学，歯

科法医学に与えられた命題でもあると考えます。私たちは，疾患や創傷の治療を行うだけ

でなく，つねに原因を考え対応することで，再発を防ぐことができます。創傷の状況から

受傷状況や成傷機序を推定し，これを提示することで，創傷を予防することが可能になる

のです。 
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